
学納金延納・分納願 

  年  月  日 

くらしき作陽大学・作陽短期大学 

学長 松田 英毅 殿 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2025 年度 前期学納金を下記の理由により、期限(4 月末)までに納入できませんので、 

授業料納入規程第５条に基づいて、延納・分納をお願い申し上げます。 

■分納・延納期限：2025 年 6 月 30 日（月） 

金額 円(納付書に記載された金額）  

理由 
(納入できない理由を具体的に記入してください） 

資金調達 

見込み 

(該当の□にチェックを入れてください。その他の場合が具体的に記入してください） 

□奨学金が支給される(受給奨学金名         ）     

□金融機関等の教育ローン申込み中(融資実行予定日      年   月   日） 

□賞与が支給される       

□預金貯金、保険等が満期になる      

□学生本人のアルバイト収入      

□兄弟姉妹、親戚等からの援助      

□その他             

納付 

予定日 

第 1回     年    月    日          円 

第 2回     年    月    日          円（分納のみ記入） 

第 3回     年    月    日          円（分納のみ記入） 

※注意事項 

・本人、保証人は各自署のうえ、別の印鑑(ｽﾀﾝﾌﾟ印・ｼｬﾁﾊﾀ印は不可)を捺印してください。 

・連帯保証人は大学に届けられている連帯保証人(父母等)を記入してください。 

・記載されている延納期限を過ぎる延納は認められません。また再度の延納はできません。 

・延納期限までに納入がない場合は除籍となります。 

                 延納・分納願提出締切日 ：2025 年 4 月 28 日(月) 

連帯 

保証人 

連絡先 

〒       

     

 ℡（   ）   －   

フリガナ     

氏名       印 

学生本人 

学部学科 
  学部   学科 

  コース   専修 

学籍番号     学年 年 

フリガナ     

氏名       印 


